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 宮城県障害福祉計画最終案 中間案からの変更点 
 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 基本的事項 

３ 計画の概要 

（２）策定の経過 

本計画は，障害者総合支援法第８９条第６項及び第７項並

びに平成３０年４月１日施行の児童福祉法第３３条の２２第

６項及び第７項の規定により，県の障害福祉施策に関する審

議会である「宮城県障害者施策推進協議会」及び「宮城県障害

者自立支援協議会」の審議を経て，県民意見提出手続（パブリ

ックコメント）に寄せられた県民の皆様の声や障害福祉関係

団体等からの御意見を踏まえながら，策定いたしました。 

 

令和２年  

７月１４日 

令和２年度第１回宮城県障害者施策推進協

議会 

 

・宮城県障害福祉計画の進捗状況について 

・「障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」の改正について 

〃    

９月１１日 

令和２年度第２回宮城県障害者施策推進協

議会 

・宮城県障害福祉計画の策定について 

〃    

１０月２７日 

令和２年度宮城県精神保健福祉審議会 

・宮城県障害福祉計画の策定について 

〃    

１１月１９日 

令和２年度第３回宮城県障害者施策推進協

議会 

・宮城県障害福祉計画の中間案について 

〃    

１１月２７日 

パブリックコメント（１２月２８日まで） 

・宮城県障害福祉計画の中間案について 

〃    宮城県議会環境福祉委員会での報告 

第１章 基本的事項 

３ 計画の概要 

（２）策定の経過 

本計画は，障害者総合支援法第８９条第６項及び第７項並

びに平成３０年４月１日施行の児童福祉法第３３条の２２第

６項及び第７項の規定により，県の障害福祉施策に関する審

議会である「宮城県障害者施策推進協議会」及び「宮城県障害

者自立支援協議会」の審議を経て，県民意見提出手続（パブリ

ックコメント）に寄せられた県民の皆様の声や障害福祉関係

団体等からの御意見を踏まえながら，策定いたしました。 

 

令和２年  

７月１４日 

令和２年度第１回宮城県障害者施策推進協

議会 

 

・宮城県障害福祉計画の進捗状況について 

・「障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」の改正について 

〃    

９月１１日 

令和２年度第２回宮城県障害者施策推進協

議会 

・宮城県障害福祉計画の策定について 

〃    

１０月２７日 

令和２年度宮城県精神保健福祉審議会 

・宮城県障害福祉計画の策定について 

〃    

１１月１９日 

令和２年度第３回宮城県障害者施策推進協

議会 

・宮城県障害福祉計画の中間案について 

〃    

１１月２７日 

パブリックコメント（１２月２８日まで） 

・宮城県障害福祉計画の中間案について 

〃    宮城県議会環境福祉委員会での報告 

 

 

 

・計画策定の経過を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 １ 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１５日 ・宮城県障害福祉計画の中間案について 

令和３年  

１月１９日 

令和２年度宮城県障害者自立支援協議会 

・宮城県障害福祉計画の中間案について 

 

第２章 提供体制の確保に係る目標 

１ 障害者に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

地域生活 

移行者数 

令和２年度から５年度

末までの地域生活移行

者数を１１３人とする 

令和元年度末時

点の施設入所者

数（１，８１７人）

の約６％相当 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

② 長期入院者数及び入院後の退院率 

＜成果目標＞ 

項目 目標 

１年以上の長期

入院患者数 

６５歳以上 
令和５年度末において 

１，７６７人以下 

６５歳未満 
令和５年度末において 

７３９人以下 

精神病床におけ

る早期退院率 

入院後３か月

時点 

令和５年度において 

６９％以上 

入院後６か月

時点 

令和５年度において 

８６％以上 

入院後１年時

点 

令和５年度において 

９２％以上 

 

１２月１５日 ・宮城県障害福祉計画の中間案について 

令和３年  

１月１９日 

令和２年度宮城県障害者自立支援協議会 

・宮城県障害福祉計画の中間案について 

 

第２章 提供体制の確保に係る目標 

１ 障害者に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

地域生活 

移行者数 

令和２年度から５年度

末までの地域生活移行

者数を１１３人とする 

令和元年度末時

点の施設入所者

数（１，８０２人）

の約６％相当 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

② 長期入院者数及び入院後の退院率 

＜成果目標＞ 

項目 目標 

１年以上の長期

入院患者数 

６５歳以上 
令和５年度末において 

●人以下 

６５歳未満 
令和５年度末において 

●人以下 

精神病床におけ

る早期退院率 

入院後３か月

時点 

令和５年度において 

６９％以上 

入院後６か月

時点 

令和５年度において 

８６％以上 

入院後１年時

点 

令和５年度において 

９２％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 

 

 

 

 

 

 

・国から提供された算出シートに 

基づき設定 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

年間一般就労 

移行者数 

令和５年度において福

祉施設を退所し，一般

就労する者の数を 

５２７人とする 

令和元年度にお

いて福祉施設を

退所し，一般就

労した者の数 

（４１２人）の

約１．２７倍 

うち就労

移行支援 

４５４人 

 

３４９人の 

約１．３０倍 

うち就労

継続 A型 

２９人 

 

２３人の 

約１．２６倍 

うち就労

継続 B型 

４４人 

 

３６人の 

約１．２３倍 

【新規目標】 

就労定着支援 

事業の利用者

数 

令和５年度末における

就労定着支援事業の利

用者数を３６９人以上

とする 

令和５年度にお

いて福祉施設を 

退所し，一般就

労する者の数 

（５２７人）の

７割以上 

【新規目標】 

就労定着率が 

８割以上の 

事業所の割合 

令和５年度末における

就労定着率が８割以上

の事業所の割合を７割

以上とする 

－ 

 

【参考】５期計画等における成果目標等 

項目 
実績 

平成 30年度 令和元年度 

年間一般就労

移行者数 

392人 412人 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

年間一般就労 

移行者数 

令和５年度において福

祉施設を退所し，一般

就労する者の数を 

５５２人とする 

令和元年度にお

いて福祉施設を

退所し，一般就

労した者の数 

（４１３人）の

約１．３４倍 

うち就労

移行支援 

４５０人 

 

３４９人の 

約１．２８倍 

うち就労

継続 A型 

４３人 

 

２３人の 

約２．０５倍 

うち就労

継続 B型 

５９人 

 

３６人の 

約１．６９倍 

【新規目標】 

就労定着支援 

事業の利用者

数 

令和５年度末における

就労定着支援事業の利

用者数を３８６人以上

とする 

令和５年度にお

いて福祉施設を 

退所し，一般就

労する者の数 

（５５２人）の

７割以上 

【新規目標】 

就労定着率が 

８割以上の 

事業所の割合 

令和５年度末における

就労定着率が８割以上

の事業所の割合を７割

以上とする 

－ 

 

【参考】５期計画等における成果目標等 

項目 
実績 

平成 30年度 令和元年度 

年間一般就労

移行者数 

392人 413人 

 

 

 

 

 

 

 

・目標値：協議会において「実績値 

と乖離がある」という意見を踏 

まえた修正 

・実績値：市町村への照会結果を 

基に修正 

 

 

 

 

 

・年間一般就労移行者数の目標値 

に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

２ 障害児に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

及び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

【参考】５期計画等における成果目標等 

項目 成果目標 

実績（整備状況） 

平成 30

年度 

令和元

年度 

令和 2

年度 

圏域ごとの保

健，医療，障

害福祉，保

育，教育等関

係機関の協議

の場 

 

平成３０年度

末までに各保

健福祉事務

所・地域事務

所に協議の場

を設置する 

２ 

圏域 

２ 

圏域 

２ 

圏域 

（見込み） 

市町村ごとの

保健，医療，

障害福祉，保

育，教育等関

係機関の協議

の場 

平成３０年度

末までに各市

町村に協議の

場を設置する 

１５

市町

村 

２２

市町

村 

２７

市町

村 

（見込み） 

県の保健，医

療，障害福

祉，保育，教

育等関係機関

の協議の場 

平成３０年度

末までに県に

協議の場を設

置する 

設  置  済 

 

第３章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のた

めの方策 

２ 障害福祉サービス等の必要な量の見込み 

 

● 数値を全体的に更新 

 

 

２ 障害児に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

及び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

【参考】５期計画等における成果目標等 

項目 成果目標 

実績（整備状況） 

平成 30

年度 

令和元

年度 

令和 2

年度 

圏域ごとの保

健，医療，障

害福祉，保

育，教育等関

係機関の協議

の場 

 

平成３０年度

末までに各保

健福祉事務

所・地域事務

所に協議の場

を設置する 

２ 

圏域 

２ 

圏域 

２ 

圏域 

（見込み） 

市町村ごとの

保健，医療，

障害福祉，保

育，教育等関

係機関の協議

の場 

平成３０年度

末までに各市

町村に協議の

場を設置する 

１５

市町

村 

２２

市町

村 

２７

市町

村 

（見込み） 

県の保健，医

療，障害福

祉，保育，教

育等関係機関

の協議の場 

平成３０年度

末までに県に

協議の場を設

置する 

      

 

第３章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のた

めの方策 

２ 障害福祉サービス等の必要な量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県の実績を追加 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に更新 
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ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）【新規指標】精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築 

＜県計画値＞ 

項目 
令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

精神障害者の地域移行支援

利用者数 
３６人 ４０人 ４３人 

精神障害者の地域定着支援

利用者数 
４１人 ４７人 ５４人 

精神障害者の共同生活援助

利用者数 

８４５

人 

８７７

人 

９２０

人 

精神障害者の自立生活援助

利用者数 
２６人 ２６人 ２８人 

精神病床からの退院後の行

き先別の退院患者数（在宅） 
４９８

人 

４９８

人 

４９８

人 

精神病床からの退院後の行

き先別の退院患者数（障害

福祉施設） 

４６人 ４６人 ４６人 

精神病床からの退院後の行

き先別の退院患者数（介護

施設） 

６２人 ６２人 ６２人 

 

【参考】精神障害者の障害福祉サービス利用状況（令和２年

３月利用分） 

項目 利用者数 

精神障害者の地域移行支援利用者数 ２人 

精神障害者の地域定着支援利用者数 ９人 

精神障害者の共同生活援助利用者数 ７５２人 

精神障害者の自立生活援助利用者数 ２人 

 

 

 

（３）【新規指標】精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築 

＜県計画値＞ 

項目 
令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

精神障害者の地域移行支援

利用者数 
２７人 ２７人 ２７人 

精神障害者の地域定着支援

利用者数 
２７人 ２７人 ２７人 

精神障害者の共同生活援助

利用者数 

８１２

人 

８３４

人 

８５７

人 

精神障害者の自立生活援助

利用者数 
２５人 ２５人 ２５人 

精神病床からの退院後の行

き先別の退院患者数（在宅） 
４９８

人 

４９８

人 

４９８

人 

精神病床からの退院後の行

き先別の退院患者数（障害

福祉施設） 

４６人 ４６人 ４６人 

精神病床からの退院後の行

き先別の退院患者数（介護

施設） 

６２人 ６２人 ６２人 

 

【参考】精神障害者の障害福祉サービス利用状況（令和２年

３月利用分） 

項目 利用者数 

精神障害者の地域移行支援利用者数 ２人 

精神障害者の地域定着支援利用者数 ９人 

精神障害者の共同生活援助利用者数 ７４２人 

精神障害者の自立生活援助利用者数 ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 
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ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）福祉施設から一般就労への移行等 

＜県計画値＞ 

項目 指標 
５期計画等にお

ける実績 

就労移行支援

事業及び就労

継続支援事業

の利用者の一

般就労への移

行 

令和５年度において

就労移行支援事業及

び就労継続支援事業

の利用者のうち，一

般就労への移行者数

の見込みを 527 人と

する 

目標  440 人 

平成 30年度 212

人 

令和元年度 407

人 

障害者に対す

る職業訓練の

受講 

令和５年度におい

て，福祉施設から一

般就労へ移行する者

のうち，必要な者が

職業訓練を受講する

ことができるよう，

受講者数の見込みを

142人とする 

目標  130 人 

平成 30年度 118

人 

令和元年度 112

人 

福祉施設から

公共職業安定

所への誘導 

令和５年度におい

て，福祉施設の利用

者のうち，必要な者

が公共職業安定所の

支援を受けることが

できるよう，福祉施

設から公共職業安定

所へ誘導する福祉施

設利用者数の見込み

を 640人とする 

目標  580 人 

平成 30年度 630

人 

令和元年度 504

人 

福祉施設から

障害者就業・

生活支援セン

ターへの誘導 

令和５年度におい

て，福祉施設から一

般就労に移行する利

用者のうち，必要な

者が就労移行支援事

目標  180 人 

平成 30 年度 86

人 

令和元年度  90

人 

（５）福祉施設から一般就労への移行等 

＜県計画値＞ 

項目 指標 
５期計画等にお

ける実績 

就労移行支援

事業及び就労

継続支援事業

の利用者の一

般就労への移

行 

令和５年度において

就労移行支援事業及

び就労継続支援事業

の利用者のうち，一

般就労への移行者数

の見込みを 552 人と

する 

目標  440 人 

平成 30年度 212

人 

令和元年度 407

人 

障害者に対す

る職業訓練の

受講 

令和５年度におい

て，福祉施設から一

般就労へ移行する者

のうち，必要な者が

職業訓練を受講する

ことができるよう，

受講者数の見込みを

150人とする 

目標  130 人 

平成 30年度 118

人 

令和元年度 112

人 

福祉施設から

公共職業安定

所への誘導 

令和５年度におい

て，福祉施設の利用

者のうち，必要な者

が公共職業安定所の

支援を受けることが

できるよう，福祉施

設から公共職業安定

所へ誘導する福祉施

設利用者数の見込み

を 675人とする 

目標  580 人 

平成 30年度 630

人 

令和元年度 504

人 

福祉施設から

障害者就業・

生活支援セン

ターへの誘導 

令和５年度におい

て，福祉施設から一

般就労に移行する利

用者のうち，必要な

者が就労移行支援事

目標  180 人 

平成 30 年度 86

人 

令和元年度  90

人 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成果目標値に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

・成果目標値に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成果目標値に合わせた修正 
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43 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

業者等と連携した障

害者就業・生活支援

センターによる支援

が受けることができ

るよう，福祉施設か

ら障害者就業・生活

支援センターへ誘導

する福祉施設利用者

数の見込みを 114 人

とする 

公共職業安定

所における福

祉施設利用者

の支援 

令和５年度におい

て，福祉施設の利用

者のうち，必要な者

が公共職業安定所の

支援を受けること

で，一定割合の者が

就職に結びつくよ

う，公共職業安定所

の支援を受けて就職

する者の数の見込み

を 366人とする 

目標  360 人 

平成 30年度 373

人 

令和元年度 203

人 

 

（６）医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコ

ーディネーターの配置 

＜県計画値＞ 

 単位 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

配置人数 人 ２ ５ ８ 

 

（９）地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

＜県計画値＞ 

項目 令和 5年度 

基盤整備量（利用者数） ９０１人 

 

業者等と連携した障

害者就業・生活支援

センターによる支援

が受けることができ

るよう，福祉施設か

ら障害者就業・生活

支援センターへ誘導

する福祉施設利用者

数の見込みを 120 人

とする 

公共職業安定

所における福

祉施設利用者

の支援 

令和５年度におい

て，福祉施設の利用

者のうち，必要な者

が公共職業安定所の

支援を受けること

で，一定割合の者が

就職に結びつくよ

う，公共職業安定所

の支援を受けて就職

する者の数の見込み

を 385人とする 

目標  360 人 

平成 30年度 373

人 

令和元年度 203

人 

 

（６）医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコ

ーディネーターの配置 

＜県計画値＞ 

 単位 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

配置人数 人 － ３ ８ 

 

（９）地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

＜県計画値＞ 

項目 令和 5年度 

基盤整備量（利用者数） ●人 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成果目標値に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成果目標値に合わせた修正 

 

 

 

 

 

・協議会において「令和 3年度中 

の計画人数を再検討するよう 

に」という意見を踏まえた修正 

 

 

・国から提供された算出シートに 

基づき設定 
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47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 障害者支援施設等の必要入所定員総数 

１ 指定障害者支援施設の必要入所定員総数 

＜指定障害者支援施設の入所定員総数＞ 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

1,963 人 1,963 人 2,013 人 

＜考え方＞ 

令和２年１０月１日現在の指定障害者支援施設の入所定員

総数は１，９６３人ですが，令和２年度に２０人，令和５年度

に５０人定員が増加する予定です。 

地域での生活を希望する入所者の地域生活移行に取り組み

ますが，入所者の中には地域での生活が困難な方も多い状況

にあること，また，現在は在宅で生活されている方の中にも，

障害の重度化等を理由として施設入所の希望が一定数あり，

入所待機者数は増加している状況にあること，さらに，指定

障害児入所施設における１８歳以上の継続入所者の移行先確

保の対応も必要になっていることを踏まえたものです。 

 

第５章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措

置 

５ 障害者等の社会参加の促進 

県では，障害の有無にかかわらず，誰もが家庭や地域で明

るく暮らせる社会づくりに向けて，宮城県障害者福祉センタ

ー等の施設を運営し，障害者又はその家族に関する各種相

談，機能訓練，障害者福祉に関する各種研修，スポーツ及び

レクリエーションの指導，ボラティアの養成のほか，社会と

の交流の促進に取り組むことで，障害者等の社会参加の促進

を図っていきます。 

（１）障害者スポーツ等の振興及び芸術文化活動支援 

スポーツやレクリエーション活動を通じて障害者の自己表

現，社会参加，生活の質の向上を図るため，宮城県障害者総

第４章 障害者支援施設等の必要入所定員総数 

１ 指定障害者支援施設の必要入所定員総数 

＜指定障害者支援施設の入所定員総数＞ 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

1,963 人 1,963 人 2,013 人 

＜考え方＞ 

令和２年６月１日現在の指定障害者支援施設の入所定員総

数は１，９４３人ですが，令和２年度に２０人，令和５年度に

５０人定員が増加する予定です。 

国の基本指針では施設入所者数を削減するよう求められて

いるところですが，本県においては延べ入所待機者数が５０

０名を超えており，また，上記定員増加の理由が地域生活支

援拠点等の整備の一環であること，あるいは，指定障害児入

所施設における１８歳以上の継続入所者の移行先確保に対応

するものであることを踏まえ，定員の増加はやむを得ないも

のと考えます。 

 

第５章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措

置 

５ 障害者等の社会参加の促進 

県では，障害の有無にかかわらず，誰もが家庭や地域で明

るく暮らせる社会づくりに向けて，宮城県障害者福祉センタ

ー等の施設を運営し，障害者又はその家族に関する各種相

談，機能訓練，障害者福祉に関する各種研修，スポーツ及び

レクリエーションの指導，ボラティアの養成のほか，社会と

の交流の促進に取組むことで，障害者等の社会参加の促進を

図っていきます。 

（１）障害者スポーツ等の振興及び芸術文化活動支援 

スポーツやレクリエーション活動を通じて障害者の自己表

現，社会参加，生活の質の向上を図るため，宮城県障害者総

 

 

 

 

 

 

・時点更新 

 

 

・パブリックコメントを踏まえた 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パブリックコメントを踏まえた 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 / 13 

 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合体育センター等を活用して，各種スポーツ大会やスポーツ

教室を開催します。あわせて障害者スポーツ指導員を養成

し，障害者スポーツ人口の拡大を目指します。 

障害者週間（１２月３日から９日まで）に合わせた書道，

写真，作文やポスターの展示会の開催や，障害のあるなしに

関わらず誰もが参加できる国内最大級の音楽祭「とっておき

の音楽祭」の開催を支援するほか，県による障害者の芸術文

化活動を支援するセンターの設置を推進し，芸術文化活動の

振興や障害者理解の促進を図ります。さらに，読書を通じて

文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現の

ため，視覚障害者等のアクセシブルな書籍等の利用推進に必

要な電子書籍等や全国的ネットワークであるサピエ図書館の

利用体験を公立図書館など地域の関係機関で実施し，普及啓

発を行います。 

 

 

 

 

６ 障害を理由とする差別の解消の推進 

全ての国民が，障害の有無によって分け隔てられることな

く，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会（共

生社会）の実現のためには，障害者等に対する深い理解が必

要であるとともに，日常生活や社会生活における障害者等の

活動を制限し，社会への参加を制約している社会的障壁を取

り除くことが重要です。また，平成２８年４月に「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６

５号。以下「障害者差別解消法」という。）」が施行されたこ

とを踏まえ，令和３年４月には「障害を理由とする差別を解

消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例（仮称）

（令和３年条例第●●号。以下「条例」という。）」が施行さ

合体育センター等を活用して，各種スポーツ大会やスポーツ

教室を開催します。あわせて障害者スポーツ指導員を養成

し，障害者スポーツ人口の拡大を目指します。 

障害者週間（１２月３日から９日まで）に合わせた「書

道・写真コンテスト」，「心の輪を広げる体験作文」及び

「障害者週間のポスター」の開催や，障害のあるなしに関わ

らず誰もが参加できる国内最大級の音楽祭「とっておきの音

楽祭」の開催を支援するなどして，障害のある人による芸術

文化活動の振興や，障害者等理解の促進を図ります。 

また，県による障害者の文化芸術活動を支援するセンター

の設置を推進します。 

さらに，読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受するこ

とができる社会の実現のため，公立図書館など地域の関係機

関への普及啓発や，電子書籍等を利用するための情報機器や

全国的ネットワークであるサピエ図書館の利用体験を実施す

ることで，視覚障害者等のアクセシブルな書籍の活用を推進

します。 

 

６ 障害を理由とする差別の解消の推進 

全ての国民が，障害の有無によって分け隔てられることな

く，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会（共

生社会）の実現のためには，障害者等に対する深い理解が必

要であるとともに，日常生活や社会生活における障害者等の

活動を制限し，社会への参加を制約している社会的障壁を取

り除くことが重要です。また，平成２８年４月に「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６

５号。以下「障害者差別解消法」という。）」が施行されたこ

とを踏まえ，令和３年４月には「障害を理由とする差別を解

消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例（仮称）

（令和３年条例第●●号。以下「条例」という。）」が施行さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・名称修正 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（令和２年度第３回協議会提示資料） 摘  要 
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れ，県民を含む全ての人に対し，障害者やその家族・関係者に

対する不当な差別的取扱いが禁止されるとともに，行政機関

や事業者による合理的配慮の提供が義務づけられています。 

県では，こうした背景に鑑み，次の取組を実施していきま

す。 

 

（２）普及啓発・広報活動の推進 

内部障害や難病の方など，外見からは障害等があることが

わかりにくい方々に対して周囲の方に援助や配慮を促すヘル

プマーク等に関する制度や，歩行が困難な人のための駐車場

利用証を発行・配布する「パーキングパーミット制度」は，有

効な合理的配慮の一つと考えられることから，更なる推進に

努めます。 

さらに，助けを必要とする人と，協力したい人との意思疎

通を促す仕組みづくりを推進します。 

 

７ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事

業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所にお

ける研修等の充実 

（２）防災対策 

障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う手話

通訳者や要約筆記者，盲ろう者向け通訳・介助員等の計画的

な養成等を行います。 

東日本大震災で得られた知見等を踏まえ，大規模災害等の

発生時において，被災地域の精神科医療及び精神保健活動の

支援を行う「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）」や，市町

村からの派遣要請等により避難所や福祉避難所において福祉

的な支援を行う「災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）」等の継続

的な体制整備や充実に取り組みます。 

 

れ，県民を含む全ての人に対し，障害者やその家族・関係者に

対する不当な差別的取扱いが禁止されるとともに，行政機関

や事業者による合理的配慮の提供が義務づけられています。 

県では，こうした背景に鑑み，次の取組を実施していきま

す。 

 

（２）普及啓発・広報活動の推進 

内部障害や難病の方など，外見からは障害等があることが

わかりにくい方々に対して周囲の方に援助や配慮を促すヘル

プマーク等に関する制度や，歩行が困難な人のための駐車場

利用証を発行・配布する「パーキングパーミット制度」は，有

効な合理的配慮の一つと考えられることから，更なる推進に

努めます。 

さらに，助けを必要とする人と，協力したい人との意思疎

通を促す仕組みづくりを推進します。 

 

７ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事

業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所にお

ける研修等の充実 

（２）防災対策 

障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う手話

通訳者や要約筆記者，盲ろう者向け通訳・介助員等の計画的

な養成等を行います。 

東日本大震災で得られた知見等を踏まえ，大規模災害等の

発生時において，被災地域の精神科医療及び精神保健活動の

支援を行う「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）」や，市町

村からの派遣要請等により避難所や福祉避難所において福祉

的な支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ  ）等の継

続的な体制整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・取り組みの追記 

 

 

 

 

 

 

 

・パブリックコメントを踏まえた 

修正 

 

 

・パブリックコメントを踏まえた 
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東日本大震災で被災した障害のある人やその家族，支援者

等の支援にあたった民間団体等と連携し，現に障害福祉サー

ビス等の支援を受けていない「潜在的要支援者」をサービス

に結びつける活動の必要性など，震災復興後の新たな課題の

抽出と解決策の検討を行います。 

東日本大震災において，視覚障害者や盲ろう者の支援に課

題を残したことから，「宮城県視覚障害者情報センター」に

「地域連携推進員」を配置し，当事者団体や支援者団体と連

携し，市町村における視覚障害者支援体制を整備します。 

 

第６章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 

１ 地域生活支援事業 

（１）専門性の高い相談支援事業 

① 発達障害者支援センター運営 

発達障害者等とその家族がライフステージに応じて身近な

地域で支援を受けられる体制を構築するため，発達障害者支

援センターを三次支援機関として設置・運営し，市町村や障

害児等療育支援事業所等の一次支援機関及び二次支援機関と

して各圏域に配置する発達障害者地域支援マネジャーを支援

するための各種事業を行います。 

 

（３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

② 盲ろう者向け通訳・介助員派遣 

盲ろう者向けの通訳と介助を行う盲ろう者通訳・介助員を

派遣し，盲ろう者のコミュニケーションと移動の支援等を行

います。 

＜盲ろう者向け通訳・介助員派遣＞ 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用見込み

件数 
296件 296件 296件 

東日本大震災で被災した障害のある人やその家族，支援者

等の支援にあたった民間団体等と連携し，現に障害福祉サー

ビス等の支援を受けていない「潜在的要支援者」をサービス

に結びつける活動の必要性など，震災復興後の新たな課題の

抽出と解決策の検討を行います。 

東日本大震災において，視覚障害者や盲ろう者の支援に課

題を残したことから，「宮城県視覚障害者情報センター」に

「地域連携推進員」を配置し，当事者団体や支援者団体と連

携し，市町村における視覚障害者支援体制を整備します。 

 

第６章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 

１ 地域生活支援事業 

（１）専門性の高い相談支援事業 

① 発達障害者支援センター運営 

発達障害児者とその家族がライフステージに応じて身近な

地域で支援を受けられる体制を構築するため，発達障害者支

援センターを三次支援機関として設置・運営し，市町村や障

害児等療育支援事業所等の一次支援機関及び二次支援機関と

して各圏域に配置する発達障害者地域支援マネジャーを支援

するための各種事業を行います。 

 

（３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

② 盲ろう者向け通訳・介助員派遣 

盲ろう者向けの通訳と介助を行う盲ろう者通訳・介助員を

派遣し，盲ろう者のコミュニケーションと移動の支援等を行

います。 

＜盲ろう者向け通訳・介助員派遣＞ 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用見込み

件数 
296件 296件 296件 
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（４）広域的な支援事業 

③ 発達障害者支援地域協議会による体制整備 

発達障害者支援推進会議を開催し，発達障害者等が身近な

地域でライフステージに応じて切れ目のない支援を受けられ

る体制を整備します。 

 

（６）日常生活支援に関する事業 

オストメイト（人工肛門，人工膀胱を造設している人），音

声機能障害者，視覚障害者，聴覚障害者，盲ろう者を対象に日

常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより，生活の質の

向上を図る生活訓練を実施します。 

 

２ 地域生活支援促進事業 

（５）工賃向上計画支援 

就労継続支援事業所等に対する研修事業や経営コンサルタ

ントの派遣等を行い，対象事業所及び県全体の工賃引き上げ

を推進します。 

特に，就労継続支援Ｂ型事業所については，平成３０年１２

月に策定した「第三期宮城県工賃向上支援計画（以下「工賃向

上計画」といいます。）」に基づき，事業所職員への研修等の

人材育成，共同受注の促進などの支援を行ってきた結果，次

のとおり全国平均を上回る金額で推移していますが，工賃向

上計画の目標額 23,000 円の達成は困難な見通しとなってい

ること等から，これまでの取組とその成果や課題を検証した

うえで，令和３年度以降の新規計画を策定するとともに，Ｂ

ＰＯを活用した共同受注機能の強化（※）等工賃向上に向け

た取組を進めていきます。 

※ＢＰＯは，ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略

で，業務工程の一部を切り出し，請負業務として外部委託す

ること。共同受注により，企業等から切り出された請負業務 

（４）広域的な支援事業 

③ 発達障害者支援地域協議会による体制整備 

発達障害者支援推進会議を開催し，発達障害児者が身近な

地域でライフステージに応じて切れ目のない支援を受けられ

る体制を整備します。 

 

（６）日常生活支援に関する事業 

オストメイト（人工肛門，人工膀胱を造設している人），音

声機能障害者，視覚障害者，聴覚障害者，盲ろう者を対象に日

常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより，生活の質の

向上を図る生活訓練を実施します。 

 

２ 地域生活支援促進事業 

（５）工賃向上計画支援 

就労継続支援事業所等に対する研修事業や経営コンサルタ

ントの派遣等を行い，対象事業所及び県全体の工賃引き上げ

を推進します。 

特に，就労継続支援Ｂ型事業所については，平成３０年１

２月に策定した「第三期宮城県工賃向上支援計画（以下「工賃

向上計画」といいます。）」に基づき，事業所職員への研修等

の人材育成，共同受注の促進などの支援を行ってきた結果，

次のとおり全国平均を上回る金額で推移していますが，工賃

向上計画の目標額 23,000 円の達成は困難な見通しとなって

いること等から，これまでの取組とその成果や課題を検証し

たうえで，令和３年度以降の新規計画を策定し，今後も引き

続き工賃向上に向けた取組を進めていきます。 
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62 

の受注獲得を目指すもの。 

【参考】一人当たり平均月額工賃実績 

   （単位：円） 
 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

本県平均 17,862 17,490 17,477 

全国平均 15,603 16,118 16,369 

 

（１４）発達障害児者及び家族等支援 

発達障害者等及びその家族が互いに支え合うための活動を

推進するため，ペアレントメンターの養成及び派遣，ペアレ

ントプログラムの実施者養成及び各圏域での実施，家族教室

の開催支援等を行います。 

 

（１７）意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援 

④ 盲ろう者向け通訳・介助員スキルアップ支援 

盲ろう者向け通訳・介助員を対象として，技能等の向上を

図る現任研修を実施します。 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

研修受講者数 63 人 63 人 63 人 
 

 

【参考】一人当たり平均月額工賃実績 

   （単位：円） 
 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

本県平均 17,862 17,490 未発表 

全国平均 15,603 16,118 未発表 

 

（１４）発達障害児者及び家族等支援 

発達障害児者及びその家族が互いに支え合うための活動を

推進するため，ペアレントメンターの養成及び派遣，ペアレ

ントプログラムの実施者養成及び各圏域での実施，家族教室

の開催支援等を行います。 

 

（１７）意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援 

④ 盲ろう者向け通訳・介助員スキルアップ支援 

盲ろう者向け通訳・介助員を対象として，技能等の向上を

図る現任研修を実施します。 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

研修受講者数 63 人 63 人 63 人 
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